
 

 

 

令和８年３月 

保護者の皆様へ 

大久保わかくさ子ども園 

 

令和7年度 私立子ども園の施設型給付費について 
 

保育の必要性の認定を受けたお子さんが、子ども園を利用した場合、その費用に対し給

付費が支給されます。この給付費のことを「施設型給付費」といいます。 

ただし、施設型給付費については、利用者の皆さんに直接支給するものではなく、区か

ら施設に支払う仕組み（法定代理受領と言います）となっています。法定代理受領を行っ

た場合、本来皆様が受け取るべき給付額を区から保護者の皆様へ通知する旨条例で定めら

れていることから、今回、施設型給付費の額をお知らせするものです。 

 

※ このお知らせは令和７年度における施設型給付費の概算額を報告するものです。 

これにより、追加の給付や保育料の支払・還付が発生することはありません。 

※ 私立保育園に通っているお子さんについては、施設に対して給付費に代わる委託費が

支払われているため、このお知らせの対象外となります。 

※ 認可を受けていない保育施設（認証保育所など）については、この給付制度の対象に

はなりません。 

 

１ 施設型給付費とは 

 

 
【例】 0歳児(保育標準時間認定、保育料階層D16、保育料月額38,500円の場合) 

施設型給付費(年額3,139,060円)＝公定価格(年額3,331,560円)－保育料(年額192,500円) 
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 ※ 施設型給付費とは、お子さん一人当たりの保育に要する経費のうち、国が定めた基

準で算定した額（公定価格）から保育料を差し引いた公費による負担額です。 

 

子ども園運営経費 総額 

施設型給付費 ＝ 国が定める経費の基準額（公定価格） － 利用者負担額（保育料） 

 

国が定める経費の基準額 

（公 定 価 格） 
国基準を超える部分 

保育料 
その他 負担額 

施設型給付費 
（公費負担） 



２ 令和７年度における施設型給付費

施設型給付費は、クラスや保育料により各ご家庭で異なります。お子さんのクラス

や保育料に当てはめてご確認くださるようお願いします（表中の金額は年額です。）。

（１）保育標準時間認定

歳　児

クラス

～ 3,331,560円

１歳児

２歳児 ～ 2,058,620円

～ 1,214,630円

４歳児

５歳児 ～ 939,000円

（２）保育短時間認定

歳　児

クラス

～ 3,233,700円

１歳児

２歳児 ～ 2,063,430円

～ 1,129,900円

４歳児

５歳児 ～ 853,520円

（３）教育認定（1号認定）

歳　児

クラス

～ 3,176,360円

４歳児

５歳児 ～ 2,874,700円

公定価格(年額)

０歳児

３歳児

3,331,560円

2,058,620円

1,214,630円

939,000円

2,958,060円

保育料(年額）

※新宿区民の場合

～0円 373,500円

施設型給付費

～

0円 ～

1,685,120円

1,214,630円

939,000円

0円

0円

０歳児 3,233,700円

0円 ～ 367,000円

2,063,430円

※３～５歳児クラスのうち副食費徴収免除対象児童については、公定価格（施設型給
付費）に、副食費相当額（上限４，９００円）が加算されます。

公定価格(年額)
保育料(年額）

施設型給付費
※新宿区民の場合

３歳児 3,176,360円
3,176,360円

2,874,700円
2,874,700円

0円 ～ 0円

公定価格および施設型給付費は以下のとおりです。

大久保わかくさ子ども園

0円

1,129,900円
３歳児 1,129,900円 0円 ～ 0円

公定価格(年額)
保育料(年額）

施設型給付費
※新宿区民の場合

2,866,700円

1,696,430円

853,520円 0円 ～ 0円
853,520円
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